
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９仙第８４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月６日 １５時１０分ごろ 

発生場所 青森県八戸港東北東方沖 鮫角灯台から真方位０７９°１４.６海里（Ｍ）

付近（概位 北緯４０°３５.３′ 東経１４１°５３.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 祥
しょう

栄
えい

丸、４９９トン 

   １３４５８５、阿部汽船株式会社 

Ｂ 漁船 貴
き

宝
ほう

丸、１２トン 

   ＡＭ２－５３４４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

Ａ 二等航海士、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 船首左舷ブルワークに凹損、いか釣り機破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、八戸港東北東方沖を北進中、船橋

当直に当たっていた二等航海士ＡがＢ船のレーダー映像を右舷前方に確認

したが、Ｂ船がＡ船の船尾側を通過すると思い、その後も針路及び速力を

保持して続航した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船長Ｂが適切な見張りを行わなか

ったので、Ａ船に気付かず、針路及び速力を保持して西進を続けた。 

両船は、平成２１年８月６日１５時１０分ごろ、Ａ船の船尾部とＢ船の

左舷船首部が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視程 約１Ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、八戸港東北東方沖を北進中、右舷前方に

Ｂ船のレーダー映像を確認したが、Ｂ船の船尾側を

通過できると思い込み、針路及び速力を保持して続

航したものと考えられる。 

 Ｂ船は、適切な見張りを行わなかったものと考え

られる。 

原因 本事故は、八戸港東北東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が西進中、

Ａ船がＢ船のレーダー映像を確認した後にＢ船の船尾側を通過できると思

い込んで針路及び速力を保持して航行し、また、Ｂ船が適切な見張りを行

わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 



 




